
一
 

行
政
書
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
中
「
寄
与
し
、
あ
わ
せ
て
、
」
を
「
寄
与
す
る
と
と
も
に
」
に
改
め
、
「
利
便
」
の
下
に
「
に
資
し
、
も
つ
て
国
民

の
権
利
利
益
の
実
現
」
を
加
え
る
。

第
十
三
条
の
三
中
「
組
織
的
に
」
及
び
「
共
同
し
て
」
を
削
る
。

第
十
三
条
の
八
第
一
項
中
「
共
同
し
て
」
を
削
る
。 

第
十
三
条
の
十
九
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

七

社
員
の
欠
亡 

第
十
三
条
の
十
九
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
三
号
」
を
「
前
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二

項
と
す
る
。 

第
十
三
条
の
十
九
の
四
を
第
十
三
条
の
十
九
の
五
と
し
、
第
十
三
条
の
十
九
の
三
を
第
十
三
条
の
十
九
の
四
と
し
、
第
十
三

条
の
十
九
の
二
を
第
十
三
条
の
十
九
の
三
と
し
、
第
十
三
条
の
十
九
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
行
政
書
士
法
人
の
継
続
）



 

 
 

 

二
 

第
十
三
条
の
十
九
の
二 

行
政
書
士
法
人
の
清
算
人
は
、
社
員
の
死
亡
に
よ
り
前
条
第
一
項
第
七
号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
場

合
に
限
り
、
当
該
社
員
の
相
続
人
（
第
十
三
条
の
二
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
六
百
七
十
五
条
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
六
百
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
社
員
の
権
利
を
行
使
す
る
者
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
者
）

の
同
意
を
得
て
、
新
た
に
社
員
を
加
入
さ
せ
て
行
政
書
士
法
人
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
十
三
条
の
二
十
一
第
二
項
中
「
若
し
く
は
第
六
号
又
は
第
二
項
」
を
「
か
ら
第
七
号
ま
で
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
注
意
勧
告
） 

第
十
七
条
の
二 

行
政
書
士
会
は
、
会
員
が
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
、
規
則
そ
の
他
都
道
府
県
知
事
の
処
分

に
違
反
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
会
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
会
員
に
対
し
て
、
注
意
を
促
し
、

又
は
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。 



 

 
 

 
三
 

 
（
行
政
書
士
法
人
の
継
続
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

２ 
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
前
に
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
行
政
書
士
法
第
十
三
条
の
十
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し

た
行
政
書
士
法
人
は
、
同
日
以
後
そ
の
清
算
が
結
了
す
る
ま
で
（
解
散
し
た
後
三
年
以
内
に
限
る
。
）
の
間
に
、
そ
の
社
員

が
当
該
行
政
書
士
法
人
を
継
続
す
る
旨
を
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
の
属
す
る
都
道
府
県
の
区
域
に
設
立
さ
れ
て
い

る
行
政
書
士
会
を
経
由
し
て
日
本
行
政
書
士
会
連
合
会
に
届
け
出
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
行
政
書
士
法
人
を
継
続
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 





 

 
 

 
五
 

 
 
 
 
 

理 

由 

 

近
時
の
行
政
書
士
制
度
を
取
り
巻
く
状
況
の
変
化
を
踏
ま
え
、
法
律
の
目
的
に
国
民
の
権
利
利
益
の
実
現
に
資
す
る
こ
と
を

明
記
し
、
社
員
が
一
人
の
行
政
書
士
法
人
の
設
立
を
可
能
と
す
る
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
行
政
書
士
会
に
よ
る
会
員
に
対

す
る
注
意
勧
告
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


